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市
内
業
者

市
外
業
者

1
建設工事入札参加資
格審査申請書

指定様式第１号 ○ ○

　※の欄は、記入しないでください。　

  所在地（住所）、商号又は名称、代表者職氏名、電話番号
等を鮮明に記入してください。　

  所在地（住所）は、登記簿上の本店と建設業法上の主たる
営業所の所在地が異なる場合は、両方を併記してください。

　電子申請の場合は、入力フォームに直接入力していただく
ため、本様式の提出は不要です。

2 事業協同組合員名簿 任意様式 △ △ 　事業協同組合にあっては組合員名簿を提出してください｡

3
経営規模等評価結果
通知書・総合評定値
通知書の写し

発行官公署 ○ ○

　審査基準日が申請書を提出する日から１年７ヶ月以内のも
ので、名簿登載予定日に有効のもの。

  経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書にあっては
総合評定値の記載のあるもの。

　当該通知書における健康保険、厚生年金保険及び雇用保険
の加入の有無が「有」または「除外」となっていること。た
だし、入札参加申請時に加入または適用除外となった申請者
については、その事実を証明する書類（保険料の領収書等）
の添付があれば、申請を受け付けます。

　なお、Ａ４に複写してください。

4
主観的事項に関する
申請書

指定様式第２号 △ -

　申請事項のある方は、別紙ボランティア活動実績報告書、
障害者雇用の報告書、富山保護観察所の証明する「協力雇用
主及び保護観察対象等の雇用に関する証明書」の写し、次世
代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届出の
写し、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一
般事業主行動計画の届出の写し、別紙法定外公共物の機能管
理に係るボランティア活動実績報告書、青少年の雇用の促進
等に関する法律に基づく（ユースエール）認定通知書の写し
を添付してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5 委任状
指定様式第３号

任意様式
△ △

　申請者が支店等の長へ入札・見積り、契約締結等の権限を
継続して委任する場合のみ作成してください。

　委任者の印鑑は社印・代表者印を押印してください。

　受任者の「商号又は名称」の欄は、「〇〇会社〇〇支店」
等と記入してください。

　建設業法上の営業所であり、かつ、入札参加を希望する業
種の全てについて許可を受けている営業所についてのみ提出
できます。

　提出がない場合、委任は認めません。

　電子申請の場合は、本様式を記入・押印し、スキャンした
データを添付してください。

建設
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6

（法人）
登記簿謄本又は履歴
事項全部証明書

（個人）
身分証明書

発行官公署 ○ ○

　（法人の場合）
　本店の所在地を管轄する法務局で発行される、商業登記簿
謄本又は商業登記の履歴事項全部証明書。
　（発行（証明）年月日が申請書を提出する日から３ヶ月以
内のもの）　　
　写し可。

　（個人の場合）
　本籍地のある市（区）町村で発行される、身分証明書。
　（証明年月日が申請書を提出する日から３ヶ月以内のも
の）　　
　写し可。

7

（市内業者、又は市
外業者で委任先が富
山市内にあるもの）
市税納付状況調査同
意書

指定様式 〇 △

　富山市に課税がある方が対象です。

　市町村税（全税目）に滞納がある場合は、有資格者となれ
ません。

　納付の猶予制度を活用している方は徴収猶予許可通知書の
写しを併せて提出してください。

  電子申請の場合は、本様式を記入・押印し、スキャンした
データを添付してください。

8

（市外業者で委任先
が富山市内にないも
の）
市町村税の納税証明
書
（申請書を提出する
日から３ヶ月以内の
もの、全ての税につ
いて未納又は滞納が
ないことが分かる証
明）

課税のある
市町村等

— △

　富山市以外に課税がある方が対象です。

　委任先がある場合は、委任先の営業所の所在地、委任先が
ない場合は、主たる営業所の所在地の納税状況を確認しま
す。
※委任先が富山市内の場合は市税納税状況調査同意書（富山
市納税業者用）の提出になります。

　市町村税（全税目）に滞納がある場合は、有資格者となれ
ません。

　納付の猶予制度を活用している方は徴収猶予許可通知書等
の証明書の写しを併せて提出してください。

　未納がないことの証明書が発行されない自治体につきまし
ては直近の年度分（法人市民税等については直近の事業年度
分）の納税証明書を請求してください。(納期到来分の納付が
確認できるもの）

　写し可。

9

国税の納税証明書
（所得税又は法人税
及び消費税）
（申請書を提出する
日から３ヶ月以内の
もの、未納がないこ
との証明）

国 ○ ○

　（法人の場合）
　様式その３の３ 

　 （個人の場合）
　様式その３の２

　非課税または免税事業者の方も提出してください。

　納付の猶予制度を活用している方は納税の猶予許可通知書
の写し又はの様式その１を提出してください。　　　　

　国税の納税証明書の交付請求手続は、国税庁のホームペー
ジhttp://www.nta.go.jp/で確認してください。　　　　　　　　　　　　　　

　写し可。　

※納税証明書はオンラインで請求することもできます。詳し
くは下記のＵＲＬを参照してください。

http://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/online/in
dex.htm

10 取引金融機関届 指定様式第４号 ○ ○

　委任先がある場合については、委任先の名称・代表者職氏
名・所在地を記載してください。

　欄外の記載要領に従い、記入してください。

　電子申請の場合は、入力フォームに直接入力していただく
ため、本様式の提出は不要です。

http://www.nta.go.jp/
http://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/online/in
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11
資本関係・人的関係
に関する調書

指定様式第５号 ○ ○ 富山市に入札参加資格がある事業者のみ記載してください。

営業所実態調査依頼
書

指定様式第６号 △ - 新規申請者のみ

営業所写真
指定様式第７号
その１、その２

△ - 新規申請者のみ

営業所案内図
指定様式第７号

その３
任意様式

△ - 新規申請者のみ

舗装工事の施工体制
状況調書（総括表）

舗装の指定様式
１

△ -

舗装工事に従事する
技術者調書

舗装の指定様式
２

△ -

舗装工事に従事する
技能者調書

舗装の指定様式
３

△ -

舗装機械の保有状況
調書

舗装の指定様式
４

△ -

アスファルト舗装工
事に係る施工体制調
書

舗装の指定様式
５

△ -

アスファルト舗装工
事の施工実績調書

舗装の指定様式
６

△ -

14
建設工事入札参加資
格審査申請書受付票

指定様式 ○ ○
申請者名を記載してください。（電子申請の場合は提出不要
です。）

※　○印は申請者が必ず提出するもの、△印は該当する方のみが提出するもの。

※　書類の提出の際には、上記の書類番号順に整理し、ホッチキス等では綴じずに、クリアファイル等にはさんで
ください。（分量が多い場合は、フラットファイル等に綴じることも可能です。）

※　書類の整っていないもの、記載事項に不備があるものは受付できません。

12

13

　舗装工事を希望する者のみ
　欄外の記入要領に従い、記入してください。




































